
　　 

　　 

　　

15 広報うるま 2010　2 月号　

i n f o r m a t i o n
「
第
18
回
２
０
１
０
お
き
な
わ
マ
ラ
ソ

ン
」
に
伴
う
交
通
規
制
の
お
知
ら
せ

　

来
る
３
月
７
日
（
日
）、
沖
縄
県
総
合
運

動
公
園
を
発
着
点
に
「
第
18
回
２
０
１
０
お

き
な
わ
マ
ラ
ソ
ン
」
が
開
催
さ
れ
ま
す
。
そ

れ
に
伴
い
、
う
る
ま
市
内
を
含
め
ラ
ン
ナ
ー

が
通
過
す
る
市
町
村
で
交
通
規
制
が
行
わ
れ

ま
す
。
ド
ラ
イ
バ
ー
の
皆
さ
ま
に
は
ご
迷
惑

を
お
か
け
し
ま
す
が
、
一
万
余
の
参
加
者
の

安
全
の
た
め
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
よ
ろ
し

く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

企
画
課

1
９
７
３
｜
５
０
０
５

う
る
ま
市
内
の
交
通
規
制
時
間

○
ジ
ャ
ス
コ
前
交
差
点

　

午
前
９
時
10
分
～
午
前
10
時
25
分

○
川
田
十
字
路
～
与
勝
交
差
点

　

午
前
９
時
20
分
～
午
前
10
時
30
分

※
こ
の
区
間
は
、
全
面
線
通
行
止
め
に
な
り

ま
す
。

○
大
田
交
差
点

　

午
前
９
時
35
分
～
午
前
11
時

○
安
慶
名
交
差
点

　

午
前
９
時
45
分
～
午
前
11
時
40
分

○
栄
野
比
交
差
点

　

午
前
９
時
55
分
～
午
後
12
時
５
分

平成 21 年 10 月より要介護認定の方法が見直されました。

　平成 21 年４月に行った、要介護認定の見直しについて、その影響を有識者・関係者からなる厚生労働
省の検討会において検証したところ、認定のばらつきは是正されているものの、軽度者等の割合が増加し
ていることが明らかになったことから、平成 21 年 10 月１日より、新たに認定方法を見直しました。

 要介護認定の結果、
◆「非該当」とされた方で、実情と一致していないと思われる場合は、再申請を行うことができます。
　 （※必ず認定されることを保証するものではなく、再度「非該当」となる場合もあります。）

◆認定された要介護度が実情と一致しないと思われる場合は、区分変更申請を行うことができます。
　　「要支援１」、「要支援２」又は「要介護１」〜「要介護５」と認定された方で、その要介護度が実情

と一致していないと思われる場合は、有効期間終了前であっても区分変更申請を行うことができます。
（※必ず希望どおりの要介護度で認定されることを保証するものではありません。）

【お問い合わせ先】

　　　　介護長寿課　介護認定係　1 ９７３−３２０８
　　　　ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

平成21年4月から平成21年9月に新規に要介護認定を申請された皆様へ

球陽高校前交差点 
10：40～13：35

渡口交差点 
11：05～15：00

安谷屋交差点 
10：55～14：30

石平交差点 
10：55～14：25

瑞慶覧交差点 
10：50～14：20

ライカム交差点 
10：45～14：15

山内交差点 
10：45～14：05

泡瀬交差点 
8：50～10：15

ジャスコ前交差点 
9：10～10：25

与勝交差点 
9：20～10：30

大田交差点 
9：35～11：00

安慶名交差点 
9：45～11：40

栄野比交差点 
9：55～12：05

第２ゲート入口 
10：25～13：25

知花交差点 
10：15～12：55

池武当交差点 
10：15～13：05

第5ゲート入口 
10：35～13：30
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